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101 平成２８年度千葉市一般会計補正予算（第２号） 別冊

102 平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

103 平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

104 平成２８年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

105 平成２８年度千葉市下水道事業会計補正予算（第１号） 別冊

106 千葉市市税条例の一部改正について 1

107
千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例等の一部改正について

3

108 千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 38

109 千葉市証明等手数料条例及び千葉市印鑑条例の一部改正について 39

110 千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部改正について 41

111 千葉市産業用地整備支援事業審査会設置条例の制定について 43

112
千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部
改正について

46

113 千葉市立小学校設置条例の一部改正について 54

114 千葉市都市公園条例の一部改正について 55

115 工事請負契約について（液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８-１工区）） 58

116 工事請負契約について（液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８-２工区）） 59

117
議決事件の一部変更について（旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事に係
る工事請負契約）

60

118 市道路線の認定について 64

119 平成２７年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 75

120 決算の認定について(平成２７年度千葉市一般会計歳入歳出決算) 76

121
決算の認定について(平成２７年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入
歳出決算)

77

122
決算の認定について(平成２７年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算)

78

123
決算の認定について(平成２７年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳
入歳出決算)

79

124
決算の認定について(平成２７年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特別会計歳入歳出決算)
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125
決算の認定について(平成２７年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決
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決算の認定について(平成２７年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入
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127
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84
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会計歳入歳出決算)

85
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決算の認定について(平成２７年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入
歳出決算)

86

131
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134
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議案第１０６号 

千葉市市税条例の一部改正について 

千葉市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市市税条例の一部を改正する条例 

千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第３条の３第１項中「個人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は」を削り、「同

条第１５項」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項」に改

め、「個人番号又は」を削り、同条第３項及び第５項中「個人番号又 

は」を削る。 

第３条の５第３項及び第５項中「個人番号又は」を削る。 

第１５条第２項中「、個人番号」の次に「（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下同じ。）」を加える。 

第１８条の６第５項中「第１０条の２の１１」を「第１０条の２の 

１０」に改める。 

第２１条第１項中「同法施行令」を「都市再開発法施行令」に、「第

５２条」を「第５３条」に改める。 

第４４条の３第１項及び第２項中「個人番号又は」を削る。 

附則第５条第５項中「第１５条第２項第６号」を「第１５条第２項第

７号」に改め、同条中第９項を第１１項とし、第８項を第１０項とし、

第７項を第９項とし、第６項の次に次の２項を加える。 

７ 法附則第１５条第３３項第１号に規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、３分の２とする。 
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８ 法附則第１５条第３３項第２号に規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第６条第２項から第４項までの規定中「規定する」を「掲げる」

に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成 

２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成

２８年度」を「には、平成２９年度」に改め、「左欄に掲げる」の次に

「同号の」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第３

条の３第１項、第３項及び第５項、第３条の５第３項及び第５項、第

１５条第２項、第１８条の６第５項、第２１条第１項並びに第４４条

の３第１項及び第２項並びに附則第５条第５項の改正規定並びに同条

中第９項を第１１項とし、第８項を第１０項とし、第７項を第９項と

し、第６項の次に２項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の附則第６条の規定は、平成２９年度分

の軽自動車税について適用し、平成２８年度分の軽自動車税について

は、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税のグリーン化特例の適用期

限を延長するほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 
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議案第１０７号 

千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部改正について 

千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号）の一部を

次のように改正する。 

     「 第４節 運営に関する基準（第５０条―第５９条） 

      第４章 認知症対応型通所介護          」 

 「 第４節 運営に関する基準（第５０条―第５９条） 

  第３章の２ 地域密着型通所介護 

   第１節 基本方針（第５９条の２） 

   第２節 人員に関する基準（第５９条の３・第５９条の４） 

   第３節 設備に関する基準（第５９条の５） 

   第４節 運営に関する基準（第５９条の６―第５９条の２０） 

   第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備 

       及び運営に関する基準 

    第１款 この節の趣旨及び基本方針（第５９条の２１・第 

５９条の２２） 

    第２款 人員に関する基準（第５９条の２３・第５９条の 

        ２４） 

    第３款 設備に関する基準（第５９条の２５・第５９条の 

目次中 を 
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        ２６） 

    第４款 運営に関する基準（第５９条の２７―第５９条の 

        ３８） 

  第４章 認知症対応型通所介護               」 

 に改める。 

  第６条第１１項中「対する」の次に「第２６条第１項に規定する」

を加える。 

第１４条中「及び第６７条」を「、第５９条の６、第５９条の２８

第１項及び第５９条の２９第２項」に改める。 

第２４条第１号及び第３号中「当たっては、」の次に「第２６条第

１項に規定する」を加え、同条第４号中「及び」の次に「第２６条第

１項に規定する」を加える。 

第２５条第３項中「医師に」の次に「次条第１項に規定する」を加

える。 

  第３０条第２項中「この章」を「この節」に改める。 

  第３９条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

が所在する」を削る。 

第５１条第１号及び第３号中「当たっては、」の次に「次条第１項

に規定する」を加える。 

第５４条第２項中「この章」を「この節」に改める。 

  第３章の次に次の１章を加える。 

    第３章の２ 地域密着型通所介護 

     第１節 基本方針 

 第５９条の２ 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介

護（以下「指定地域密着型通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び

心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 
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     第２節 人員に関する基準 

  （従業者の員数） 

 第５９条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定

地域密着型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置くべ

き従業者（第４節において「地域密着型通所介護従業者」とい 

う。）の員数は、次のとおりとする。 

 （１）生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指

定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら

当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供し

ている時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために

必要と認められる数 

 （２）看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」とい

う。） 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地

域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が１以上確保されるた

めに必要と認められる数 

 （３）介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地

域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指

定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務してい

る時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している

時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得

た数が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者が指定介護予

防通所介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第９７条第

１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。第８項及び

第５９条の５第５項において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定地域密着型通所介護の事業と指定介護予防通所介護（指定介

護予防サービス等基準条例第９６条に規定する指定介護予防通所

介護をいう。以下この条及び第５９条の５第５項において同 

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又
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は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条及び第５９条の５

第３項において同じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以

上、１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分の数を５

で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認め

られる数 

 （４）機能訓練指導員 １以上 

 ２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員（当該指定地域密

着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう。第５９条の５第２

項、第５９条の１２及び第５９条の１４において同じ。）が１０人

以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及

び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該

指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護

職員（いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者

に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除し

て得た数が１以上確保されるために必要と認められる数とすること

ができる。 

 ３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単

位ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあ

っては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同

じ。）を、常時１人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させな

ければならない。 

 ４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処

遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護

職員として従事することができるものとする。 

 ５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所

介護であってその提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的

に行われるものをいう。 

 ６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営む上で必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指

定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるも
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のとする。 

 ７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなけ

ればならない。 

 ８ 指定地域密着型通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と指定介

護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第９７条

第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

  （管理者） 

 第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

     第３節 設備に関する基準 

 第５９条の５ 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、

静養室、事務室及び相談室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要

なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

 ２ 前項に規定する食堂及び機能訓練室の基準は、次のとおりとする。 

（１）食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、

その合計した面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面

積以上とすること。 

（２）前号の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供

の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練

を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっ

ては、同一の場所とすることができる。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事

業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する
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指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでな

い。 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に

規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容

を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と指定介

護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第９９条

第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているもの

とみなす。 

    第４節 運営に関する基準 

 （心身の状況等の把握） 

第５９条の６ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通

所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第５９条の７ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サー

ビスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利

用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る

地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介

護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型

介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように
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しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほ

か、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることがで

きる。 

（１）利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住す

る利用者に対して行う送迎に要する費用 

（２）指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密

着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要

となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に

係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

（３）食事の提供に要する費用 

（４）おむつ代 

（５）前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とな

るものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当

と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるとこ

ろによるものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

 （指定地域密着型通所介護の基本取扱方針） 

第５９条の８ 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行

われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密

着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところ
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によるものとする。 

（１）指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活

を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う

ものとする。 

（２）指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよ

う配慮して行うものとする。 

（３）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規

定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的になら

ないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこと

ができるよう必要な援助を行うものとする。 

（４）地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供

に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

（５）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものと

する。 

（６）指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を

的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要

なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

特に、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同

じ。）である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応

したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 

 （地域密着型通所介護計画の作成） 

第５９条の１０ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者

の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓

練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されて
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いる場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければ

ならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域

密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行うものとする。 

 （管理者の責務） 

第５９条の１１ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指

定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通

所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型

通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な

指揮命令を行うものとする。 

 （運営規程） 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型

通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定地域密着型通所介護の利用定員 

（５）指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）緊急時等における対応方法 
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（９）非常災害対策 

（10）その他運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適

切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通

所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指

定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者に

対し、高齢者虐待の防止を図るため、毎年１回以上、研修を実施し

なければならない。 

 （定員の遵守） 

第５９条の１４ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超え

て指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災

害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （非常災害対策） 

第５９条の１５ 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関す

る具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、地震その他の非常災害に備え、

当該指定地域密着型通所介護事業所の利用者のため、物資の確保に

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （衛生管理等） 

第５９条の１６ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用す

る施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な
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管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 （地域との連携等） 

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型

通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の

代表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在す

る区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支

援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等

により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」と

いう。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し

活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関し

て、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施

する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域

密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以

外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めな

ければならない。 
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 （事故発生時の対応） 

第５９条の１８ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する

指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速や

かに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事

業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に

際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、第５９条の５第４項の指定地

域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合

は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければな

らない。 

 （記録の整備） 

第５９条の１９ 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

（１）地域密着型通所介護計画 

（２）次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

（３）次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記

録 

（４）次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

（５）前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（６）第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録 
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 （準用） 

第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条ま

で、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条及び第５３条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業

について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１

条に規定する運営規程」とあるのは「第５９条の１２に規定する

重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第３４

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「地域密着型通所介護従業者」と、第５３条中「訪問介護員等」

とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとす

る。 

    第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設

備及び運営に関する基準 

     第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 （この節の趣旨） 

第５９条の２１ 第１節から前節までの規定にかかわらず、指定療養

通所介護（指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度

要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看

護師による観察が必要なものを対象者とし、第５９条の３１第１項

に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下

同じ。）の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

については、この節に定めるところによる。 

 （基本方針） 

第５９条の２２ 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場

合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維

持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので
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なければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業

者」という。）は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者

の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者（指定

訪問看護事業者又は健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８

条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。第５９条の２８第

２項、第５９条の３０第４号及び第５９条の３３第２項において同

じ。）等との密接な連携に努めなければならない。 

     第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第５９条の２３ 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所

（以下「指定療養通所介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員（以下この節に

おいて「療養通所介護従業者」という。）の員数は、利用者の数が

１．５に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提

供に当たる療養通所介護従業者が１以上確保されるために必要と認

められる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であ

って専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 

 （管理者） 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を

行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 
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     第３款 設備に関する基準 

 （利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指

定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受

けることができる利用者の数の上限をいう。次条第２項及び第５９

条の３４第４号において同じ。）を９人以下とする。 

 （設備及び備品等） 

第５９条の２６ 指定療養通所介護事業所は、事務室、相談室及び指

定療養通所介護を行うためにふさわしい専用の部屋を有するほか、

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所

介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する専用の部屋の面積は、６．４平方メートルに利用

定員を乗じた面積以上とする。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用

に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療

養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に規定す

る設備を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービス

を提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービ

スの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

     第４款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明並びに同意） 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提

供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第

５９条の３４に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤

務の体制、第５９条の３２第１項に規定する利用者ごとに定めた緊

急時等の対応策、主治の医師及び第５９条の３５第１項に規定する

緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して

説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 
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２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の

交付について準用する。 

 （心身の状況等の把握） 

第５９条の２８ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提

供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催する

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利

用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状

況等の把握に努めなければならない。 

 （指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第５９条の２９ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提

供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の

提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議にお

いて検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対

して必要な情報を提供するように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業

者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提

供するように努めなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際

しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによ
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るものとする。 

（１）指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する

療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常

生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

（２）療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うもの

とする。 

（３）指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応

し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（４）指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適

切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用

者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービス

の提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものと

する。 

（５）指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に

把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサー

ビスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 

 （療養通所介護計画の作成） 

第５９条の３１ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載

した療養通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならな

い。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（指定居宅サービス等

基準条例第７３条第１項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看

護の事業の人員及び運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８０

号）第１７条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。）が作成さ

れている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、
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作成しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、

利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成し

た際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならな

い。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介

護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行

うものとする。 

 （緊急時等の対応） 

第５９条の３２ 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護

の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備

え、主治の医師とともに、その場合の対応策（以下この条において

「緊急時等の対応策」という。）について利用者ごとに検討し、緊

急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者

及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心し

てサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行ってい

るときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊

急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第５９条の３５

第１項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携を

とりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更

を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の

変更について準用する。 

 （管理者の責務） 

第５９条の３３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養
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通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う

ものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応

じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該

利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなけれ

ばならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に

適切な環境を整備しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者

個々の第５９条の３１第１項に規定する療養通所介護計画の作成に

関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業

所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

 （運営規程） 

第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業

所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定療養通所介護の利用定員 

（５）指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）非常災害対策 

（９）その他運営に関する重要事項 

 （緊急時対応医療機関） 

第５９条の３５ 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等

21



に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなけ

ればならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内

に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るた

め、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておかなければならない。 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービ

スの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の

保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護

の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められ

る者から構成される安全・サービス提供管理委員会（次項において

「委員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開

催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行

うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所にお

ける安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を

行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に

応じて対策を講じなければならない。 

 （記録の整備） 

第５９条の３７ 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

（１）療養通所介護計画 

（２）前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

（３）次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 
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（４）次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記

録 

（５）次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

（６）次条において準用する第５９条の１８第２項に規定する事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（７）次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

 （準用） 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条

まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条ま

で、第４１条、第５９条の７（第３項第２号を除く。）、第５９

条の８及び第５９条の１３から第５９条の１８までの規定は、指

定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「療養通所介護従業者」と、第５９条の１３第３項及び第４項

中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業

者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有す

る者」と、「６月」とあるのは「１２月」と、同条第３項中「当

たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、

第５９条の１８第４項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第

５９条の２６第４項」と読み替えるものとする。 

 第６０条中「（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同

じ。）」を削る。 

 第６３条第３項中「掲げる」を「規定する」に改める。 

 第６７条及び第６８条を次のように改める。 

第６７条及び第６８条 削除 

 第６９条第２項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に

「（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定

認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）」を加える。 
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 第７０条第３号中「当たっては、」の次に「次条第１項に規定す 

る」を加える。 

 第７１条第５項中「行う」の次に「ものとする」を加える。 

 第７２条を次のように改める。 

第７２条 削除 

 第７３条第４号中「第７５条において同じ。」を削る。 

 第７４条から第７８条までを次のように改める。 

第７４条から第７８条まで 削除 

 第７８条の２を削る。 

 第７９条第２項第５号中「前条第２項」を「次条において準用する

第５９条の１８第２項」に改め、同項に次の１号を加える。 

（６）次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

 第８０条中「及び第５３条」を「、第５３条、第５９条の６、第 

５９条の７、第５９条の１１及び第５９条の１３から第５９条の１８

まで」に、「読み替える」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着

型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所

介護について知見を有する者」と、第５９条の１８第４項中「第５９

条の５第４項」とあるのは「第６３条第４項」と読み替える」に改め

る。 

 第８２条第６項の表指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地

内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「、指定地域密着型通所

介護事業所」を加え、同条第１０項中「及び」の次に「第９６条第３

項に規定する」を加え、同条第１２項中「代えて、」の次に「第９６

条第３項に規定する」を加える。 

 第８６条第２項第１号を次のように改める。 

（１）居間及び食堂 

  ア 居間及び食堂は、それぞれ機能を十分に発揮し得る適当な広

さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに

通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 
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  イ アの規定にかかわらず、居間及び食堂は、機能を十分に発揮

し得る適当な広さを確保できる場合にあっては、同一の場所と

することができる。 

 第８６条第３項中「掲げる」を「規定する」に改める。 

 第９２条第３号中「当たっては、」の次に「第９６条第３項に規定

する」を加える。 

 第１０５条を次のように改める。 

第１０５条 削除 

 第１０７条第２項第４号中「第１０５条第２項」を「次条において

準用する第５９条の１７第２項」に改める。 

 第１０８条中「第７２条、第７４条及び第７７条」を「第５９条の

１１、第５９条の１３、第５９条の１６及び第５９条の１７」に、

「第７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「第７４条第３

項及び第４項中「認知症対応型通所介護従業者」を「第５９条の１３

第３項及び第４項中「地域密着型通所介護従業者」に、「読み替え 

る」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読

み替える」に改める。 

 第１１０条第５項中「であって、」の次に「第１１８条第３項に規

定する」を加える。 

 第１１７条第３項中「認知症対応型共同生活介護計画」を「次条第

３項に規定する認知症対応型共同生活介護計画」に改める。 

 第１２７条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第５９条の 

１７第２項」に改める。 

 第１２８条中「第７２条、第７７条」を「第５９条の１１、第５９

条の１６、第５９条の１７第１項から第４項まで」に、「、第１０４

条及び第１０５条第１項から第４項まで」を「及び第１０４条」に、

「第７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に改め、「第６章第

４節」と」の次に「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護

25



について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」を加え、

「、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有す

る者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状 

況」とあるのは「活動状況」と」を削る。 

 第１４８条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「第５９条の 

１７第２項」に改める。 

 第１４９条中「第７２条、第７６条、第７７条、第９９条及び第 

１０５条第１項から第４項まで」を「第５９条の１１、第５９条の 

１５、第５９条の１６、第５９条の１７第１項から第４項まで及び第

９９条」に、「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」を「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」に、「第７２条第２項」を「第

５９条の１１第２項」に改め、「第７章第４節」と」の次に「、第 

５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する 

者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」を加え、「、第  

１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する 

者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を

有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。 

 第１５１条第１３項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に 

「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。 

 第１７６条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第５９条の 

１７第２項」に改める。 

 第１７７条中「第７２条、第７６条、第１０５条第１項」を「第 

５９条の１１、第５９条の１５及び第５９条の１７第１項」に、「第

７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「第１０５条第１項

中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する

者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」
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とあるのは「活動状況」を「第５９条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」に改める。 

 第１８９条中「第７２条、第７６条、第１０５条第１項」を「第 

５９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１７第１項」に、「第 

７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「第１０５条第１項

中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する

者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

とあるのは「活動状況」を「第５９条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」に改める。 

 第１９１条第８項中「及び」の次に「第１９９条第４項に規定す 

る」を加える。 

  第１９５条第２項第１号を次のように改める。 

（１）居間及び食堂 

  ア 居間及び食堂は、それぞれ機能を十分に発揮し得る適当な広

さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに

通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

   イ アの規定にかかわらず、居間及び食堂は、機能を十分に発揮

し得る適当な広さを確保できる場合にあっては、同一の場所と

することができる。 

  第１９７条第３号中「当たっては、」の次に「第１９９条第４項に

規定する」を加え、同条第９号中「及び」の次に「第１９９条第４項

に規定する」を加える。 

  第１９８条第３項中「医師に」の次に「次条第４項に規定する」を、

「及び」の次に「次条第９項に規定する」を加える。 

 第２０１条第２項第１０号中「第１０５条第２項」を「第５９条の

１７第２項」に改める。 
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 第２０２条中「第７２条、第７４条、第７７条」を「第５９条の 

１１、第５９条の１３、第５９条の１６、第５９条の１７」に、「及

び第１００条から第１０６条まで」を「、第１００条から第１０４条

まで及び第１０６条」に、「あり、第７４条第３項及び第４項中「認

知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに」を「あるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項中「この 

節」とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３第３項及び第４

項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活

動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」と、」に改め、「、第７２条第２項中「この節」とあるの

は「第９章第４節」と、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者」と」を削る。 

（千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市

条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

  第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同条に第１

項及び第２項として次の２項を加える。 

   指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、市の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に

規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この
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項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に

１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議に

よる評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等

を聴く機会を設けなければならない。 

 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、

要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表

しなければならない。 

  第３９条に次の１項を加える。 

 ５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利

用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合に

は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

  第４０条第２項に次の１号を加える。 

 （６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

  第４４条第６項の表指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「同

じ。）」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型

サービス基準条例第５９条の３第１項に規定する指定地域密着型通所

介護事業所をいう。）」を、「指定認知症対応型通所介護事業所」の

次に「（指定地域密着型サービス基準条例第７１条第１項に規定する

指定認知症対応型通所介護事業所をいう。）」を加え、同条第１０項

中「及び」の次に「第６７条第３号に規定する」を加え、同条第１２

項中「代えて、」の次に「第６７条第３号に規定する」を加える。 

  第４８条第２項第１号を次のように改める。 

（１）居間及び食堂 

  ア 居間及び食堂は、それぞれ機能を十分に発揮し得る適当な広

さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに

通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

   イ アの規定にかかわらず、居間及び食堂は、機能を十分に発揮

し得る適当な広さを確保できる場合にあっては、同一の場所と
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することができる。 

  第６２条を次のように改める。 

 第６２条 削除 

  第６４条第２項第４号中「第６２条第２項」を「次条において準用

する第３９条第２項」に改める。 

  第６５条中「及び第３１条」を「、第３１条」に、「、第３７条」

を「及び第３７条」に、「及び第３８条」を「から第３９条まで」に、

「読み替える」を「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替える」に改める。 

  第７１条第５項中「であって」の次に「第８８条第２号に規定す 

る」を加える。 

  第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」

に改める。 

  第８６条中「第３８条」の次に「、第３９条（第５項を除く。）」

を加え、「、第６１条及び第６２条」を「及び第６１条」に改め、

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と」の次に「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活

介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」

を加え、「、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活

介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。 

 （千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第３条 千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２４年千葉市条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 
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第４５条第１２項中「指定地域密着型サービス基準条例」とい

う。）」の次に「第５９条の３第１項に規定する指定地域密着型通所

介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準条例」を加える。 

 （千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第４条 千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号）の一部を次の

ように改正する。 

     「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並び 

          に設備及び運営に関する基準 

      第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１１３条・第 

          １１４条） 

 目     第２款 人員に関する基準（第１１５条・第１１６ 

条） 

       第３款 設備に関する基準（第１１７条・第１１８ 

条） 

       第４款 運営に関する基準（第１１９条―第１３０ 

条）                  」 

を「第５節 削除」に改める。 

  第４２条第１項中「第４３条」を「次条」に改める。 

  第４５条第２項中「第４６条」を「次条」に改める。 

 第９９条第１項第３号中「（次項において「提供単位時間数」とい

う。）」を削り、「第８項並びに第１０１条第４項及び第５項」を

「第７項及び第１０１条第５項」に、「第１０１条第４項に」を「第

１０１条第５項に」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１

項第３号」を「前項第３号」に改め、「（第２項の適用を受ける場合

にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において

同じ。）」を削り、同項を同条第２項とし、同条第４項中「及び第２

項」を削り、同項を同条第３項とし、同条第５項中「前各項」を「前

３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第６項を第５項とし、

第７項を第６項とし、第８項を第７項とする。 

目次中 
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 第１０１条第２項第１号中「利用定員」を「当該指定通所介護事業

所の利用定員（当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護

の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において

同じ。）」に改める。 

 第１０５条第５項中「行う」の次に「ものとする」を加える。 

 第７章第５節を次のように改める。 

    第５節 削除 

第１１３条から第１３０条まで 削除 

 第１３１条第１項第３号中「（次項において「提供単位時間数」と

いう。）」を削り、「利用者。以下この条」の次に「及び第１３３条

第３項」を加え、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項第３号」

を「前項第３号」に改め、「（第２項の適用を受ける場合にあっては、

同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。）」を削り、同項

を同条第２項とし、同条第４項中「及び第２項」を削り、同項を同条

第３項とし、同条第５項中「前各項」を「前３項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条中第６項を第５項とし、第７項を第６項とする。 

 第１３３条第２項第１号ア中「利用定員」を「当該基準該当通所介

護事業所の利用定員（当該基準該当通所介護事業所において同時に基

準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）」に改める。 

 第１８１条中「、指定通所介護事業所」の次に「、指定地域密着型

通所介護事業所（千葉市指定地域密着型サービス条例第５９条の３第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）」を加える。 

 第２４５条第３項中「指定福祉用具貸与」の次に「、千葉市指定地

域密着型サービス条例第５９条の２に規定する指定地域密着型通所介

護」を加え、同条第４項中「指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通

所介護」を「次の各号に掲げる事業」に改め、同項に次の各号を加え

る。 

（１）指定訪問介護 

（２）指定訪問看護 

（３）指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 
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 （千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号）の

一部を次のように改正する。 

  第９７条第１項第３号中「第８項及び第９９条第５項において同 

じ」を「）又は指定地域密着型通所介護事業者（千葉市指定地域密着

型サービス条例第５９条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介

護事業者をいう。）（第８項及び第９９条第５項において「指定通所

介護事業者等」という」に、「以下この条及び第９９条第５項におい

て同じ」を「）又は指定地域密着型通所介護（千葉市指定地域密着型

サービス条例第５９条の２に規定する指定地域密着型通所介護をい

う。）（以下この条及び第９９条第５項において「指定通所介護等」

という」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に改め、同

条第８項中「指定通所介護事業者」を「指定通所介護事業者等」に、

「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に、「第７項まで」を

「第６項まで又は千葉市指定地域密着型サービス条例第５９条の３第

１項から第７項まで」に改める。 

  第９９条第５項中「指定通所介護事業者」を「指定通所介護事業者

等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に改め、「第 

１０１条第１項から第３項まで」の次に「又は千葉市指定地域密着型

サービス条例第５９条の５第１項から第３項まで」を加える。 

  第１１２条第７項中「第６項まで」を「第５項まで」に改める。 

  第２３２条第２項中「指定居宅サービス事業者をいう。）」の次に

「、指定地域密着型サービス事業者（法第４２条の２第１項に規定す

る指定地域密着型サービス事業者をいう。）」を加え、同条第３項中

「指定通所介護をいう。以下同じ。）」の次に「、指定地域密着型通

所介護（千葉市指定地域密着型サービス条例第５９条の２に規定する

指定地域密着型通所介護をいう。次項において同じ。）」を加え、同
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条第４項第２号中「指定通所介護」の次に「若しくは指定地域密着型

通所介護」を加える。 

 （千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第６条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

  第９５条第１号中「以下同じ。）であって」を「）又は指定地域密

着型通所介護事業者（千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第 

６５号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第５９

条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）

（以下「指定通所介護事業者等」という。）であって」に、「以下同

じ。）を」を「）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サー

ビス基準条例第５９条の２に規定する指定地域密着型通所介護をい

う。）（以下「指定通所介護等」という。）を」に改め、同条第２号

中「以下同じ。）の食堂」を「）又は指定地域密着型通所介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の３第１項に規定する指

定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業所

等」という。）の食堂」に改め、「第１０１条第２項」の次に「又は

指定地域密着型サービス基準条例第５９条の５第２項」を加え、「指

定通所介護の」を「指定通所介護等の」に改め、同条第３号中「指定

通所介護事業所」を「指定通所介護事業所等」に、「指定通所介護 

の」を「指定通所介護等の」に改める。 

  第９６条中「千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号。

以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）」を「指定地域

密着型サービス基準条例」に改める。 

  第１４９条及び第１５９条中「指定通所介護事業者」を「指定通所

介護事業者等」に、「指定通所介護を」を「指定通所介護等を」に、

「指定通所介護事業所」を「指定通所介護事業所等」に、「指定通所
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介護の」を「指定通所介護等の」に改める。 

 （千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第７条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６０条の見出し中「指定通所介護事業所」を「指定通所介護事業

所等」に改め、同条中「をいう。）」の次に「又は指定地域密着型通

所介護事業者（千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号。

以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第５９条の３第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）」を加え、

「以下同じ。）を提供」を「）又は指定地域密着型通所介護（指定地

域密着型サービス基準条例第５９条の２に規定する指定地域密着型通

所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」という。）を提供」に、

「当該指定通所介護を」を「当該指定通所介護等を」に、「以下同

じ。）を基準該当児童発達支援事業所」を「）又は指定地域密着型通

所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の３第１項

に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通

所介護事業所等」という。）を基準該当児童発達支援事業所」に、

「指定通所介護事業所に」を「指定通所介護事業所等に」に改め、同

条第１号中「指定通所介護事業所」を「指定通所介護事業所等」に改

め、「機能訓練室」の次に「（指定居宅サービス等基準条例第１０１

条第２項又は指定地域密着型サービス基準条例第５９条の５第２項に

規定する食堂及び機能訓練室をいう。）」を加え、「指定通所介護 

の」を「指定通所介護等の」に、「指定通所介護を」を「指定通所介

護等を」に改め、同条第２号中「指定通所介護事業所」を「指定通所

介護事業所等」に、「指定通所介護の」を「指定通所介護等の」に、

「指定通所介護を」を「指定通所介護等を」に改め、同条第３号中

「指定通所介護」を「指定通所介護等」に改める。 

  第６０条の２中「千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設
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備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５

号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）」を「指定

地域密着型サービス基準条例」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から指定小

規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所であって、この条例の施行

の際、居間及び食堂の面積の合計が３平方メートルに通いサービスの

利用定員を乗じて得た面積に満たないものについては、第１条の規定

による改正後の千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例第８６条第２項第１号アの規定にか

かわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に当該指定小規

模多機能型居宅介護の事業を行う事業所を移転したとき、又は当該事

業所の施設を改築し、若しくは居間若しくは食堂の面積を増加したと

きは、この限りでない。 

第３条 施行日前から指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事

業所であって、この条例の施行の際、居間及び食堂の面積の合計が３

平方メートルに通いサービスの利用定員を乗じて得た面積に満たない

ものについては、第１条の規定による改正後の千葉市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第 

１９５条第２項第１号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

ただし、施行日以後に当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を

行う事業所を移転したとき、又は当該事業所の施設を改築し、若しく

は居間若しくは食堂の面積を増加したときは、この限りでない。 

第４条 施行日前から指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行

う事業所であって、この条例の施行の際、居間及び食堂の面積の合計

が３平方メートルに通いサービスの利用定員を乗じて得た面積に満た

ないものについては、第２条の規定による改正後の千葉市指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
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着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例第４８条第２項第１号アの規定にかかわらず、

なお従前の例による。ただし、施行日以後に当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業を行う事業所を移転したとき、又は当該事業

所の施設を改築し、若しくは居間若しくは食堂の面積を増加したとき

は、この限りでない。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴い、地域密着型通所介護事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定めるほか、所要の改正を行うため、条例の一

部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０８号 

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年千葉市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表千葉市立海浜病院の項中「形成外科」を「形成  

外科 脳神経外科」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

海浜病院の診療科目を追加するため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。 
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議案第１０９号 

   千葉市証明等手数料条例及び千葉市印鑑条例の一部改正について 

 千葉市証明等手数料条例及び千葉市印鑑条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市証明等手数料条例及び千葉市印鑑条例の一部を改正する

条例 

（千葉市証明等手数料条例の一部改正） 

第１条 千葉市証明等手数料条例（昭和２２年千葉市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「３００円」の次に「（千葉市印鑑条例（昭和５４

年千葉市条例第３１号）第１６条に規定する端末機（以下「端末機」

という。）を使用して交付する場合にあっては、２５０円）」を加え、

同条第６号及び第９号中「３００円」の次に「（端末機を使用して交

付する場合にあっては、２５０円）」を加え、同条第１４号中  

「４５０円」の次に「（端末機を使用して交付する場合にあっては、

４００円）」を加える。 

（千葉市印鑑条例の一部改正） 

第２条 千葉市印鑑条例（昭和５４年千葉市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  第１４条第３項中「から第７号まで」を「、第４号、第６号及び第

７号」に改める。 

第２０条を第２１条とし、第１６条から第１９条までを１条ずつ繰

り下げ、第１５条の次に次の１条を加える。 

（端末機による印鑑登録証明書の交付申請等） 

第１６条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、本市の電子計算

機と電気通信回線で接続された端末機を使用して、規則で定める方

法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けること

ができる。 
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   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  コンビニエンスストアに設置された多機能端末等により住民票の写

し等を交付する場合の手数料の額を定めるとともに、多機能端末等に

より印鑑登録証明書を交付できることとするほか、所要の改正を行う

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１１０号 

千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部改正について 

 千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市スポーツ施設設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市スポーツ施設設置管理条例（平成３年千葉市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条の表千葉市高洲市民プールの項中「千葉市高洲市民プール」を

「千葉市高洲スポーツセンター」に、「千葉市美浜区高洲４丁目２番１

号」を「千葉市美浜区高洲４丁目２番２号」に改め、同表に次のように

加える。 

千葉市磯辺スポーツセンター 千葉市美浜区磯辺１丁目５０番１号 

 附則に次の１項を加える。 

 （指定管理者の指定の手続等の特例） 

４ 千葉市磯辺スポーツセンターの指定管理者の指定（平成３３年３月

３１日以前を期間の終期とするものに限る。）の手続については、第

１４条第１項から第４項までの規定にかかわらず、市長は、当該スポ

ーツ施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人等を、

その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するもの

とする。この場合において、同条第５項中「前項」とあるのは「附則

第４項前段」と、同条第６項中「前各項」とあるのは「前項及び附則

第４項」とする。 

 別表第１千葉市高洲市民プールの項中「千葉市高洲市民プール」を

「千葉市高洲スポーツセンター」に改め、同表に次のように加える。 

千葉市磯辺スポ

ーツセンター 

体育館 午前９時から午後９時まで 

多目的グラウンド 午前９時から午後５時まで 

 別表第２第２項第１号を次のように改める。 
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（１）千葉市高洲スポーツセンター 

区分 ２時間まで 超過１時間につき 

一般 ２２０円 １１０円 

中・高校生 １００円 ５０円 

小学生以下 ７０円 ３５円 

備考 ３０人以上の団体使用の場合は、１割引とする。 

別表第２中第１１項を第１２項とし、第７項から第１０項までを１項

ずつ繰り下げ、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 多目的グラウンド利用料金 

区分 ２時間まで 超過１時間につき 

一般 １，４２０円 ７１０円 

高校生 ６８０円 ３４０円 

中学生以下 ４６０円 ２３０円 

附 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は

公布の日から、第１条の表及び別表第１の改正規定（千葉市高洲市民

プールの項に係る部分に限る。）並びに別表第２第２項第１号の改正

規定は平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の附則第４項前段の規定による指定管理者の

指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

新たに、磯辺スポーツセンターを設置するとともに、高洲市民プー

ルの名称及び位置を変更するため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
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議案第１１１号 

千葉市産業用地整備支援事業審査会設置条例の制定について 

 千葉市産業用地整備支援事業審査会設置条例を次のとおり制定するも

のとする。 

  平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市産業用地整備支援事業審査会設置条例 

 （設置） 

第１条 本市は、千葉市産業用地整備支援事業審査会（以下「審査会」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、

市長に答申する。 

（１）産業用地整備支援事業（本市の区域内における企業立地（法人そ

の他の団体が、その事業の用に供する工場、研究所、事務所等の

新増設を行うことをいう。以下この号及び次条第２項第４号にお

いて同じ。）の促進を図るため、事業者が行う都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発行為その

他の企業立地のための環境の整備に対し、本市が道路、下水道等

の公共の用に供する施設の整備に要する費用の一定額を負担する

ことをいう。第３号において同じ。）に係る計画の募集に関する

事項 

（２）前号の計画の選定に係る基準に関する事項 

（３）産業用地整備支援事業に係る企画提案書の審査及び評価に関する

事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 
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（２）金融機関の職員 

（３）各種経済団体の職員 

（４）企業立地等に関する知見を有する者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

（会長） 

第５条 審査会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

産業用地整備支援事業審査会を設置するため、条例を制定しようと

するものであります。 
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議案第１１２号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について 

 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例 

（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第４４条第７号イの表２階の部避難用の項及び同表３階の部避難用

の項中「同条第３項第２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３

号、第４号及び第１０号」に改め、同表４階以上の部避難用の項中

「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項

第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他

有効に排煙することができると認められるものに限る。）を有する付

室」を「付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）」に、「同条

第３項第２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及

び第１０号」に改める。 

附則に次の４条を加える。 

（保育所の職員配置に係る特例） 

第１０条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の確

認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足しているこ

とに鑑み、当分の間、第４６条第２項ただし書の規定を適用しない

ことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保
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育士が１人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同

等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。 

第１１条 前条の事情に鑑み、当分の間、第４６条第２項に規定する

保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は

養護教諭の普通免許状（教育職員免許法第４条第２項に規定する普

通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。 

第１２条 附則第１０条の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間

を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保

育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなけ

ればならない保育士の数を超えるときは、第４６条第２項に規定す

る保育士の数の算定については、市長が保育士と同等の知識及び経

験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総

数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を

差し引いて得た数の範囲内で、保育士とみなすことができる。 

第１３条 前２条の規定を適用するときは、保育士（附則第３条又は

前２条の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の

数（前２条の規定の適用がないとした場合の第４６条第２項の規定

により算定されるものをいう。）の３分の２以上、置かなければな

らない。 

（千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第２条 千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年千葉市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第２３条第３項中「教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）

第４条第２項に規定する普通免許状のうち幼稚園教諭に係るもの」を

「幼稚園教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第  

１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。附則第７条に

おいて同じ。）」に改める。 

  第２８条第７号イの表４階以上の階の部避難用の項中「外気に向か

って開くことのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定

する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙す
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ることができると認められるものに限る。）を有する付室」を「付室

（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同

号に規定する構造を有するものに限る。）」に、「同条第３項第２号、

第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及び第１０号」に

改める。 

  第４３条中「この条及び次条において」を削り、同条第８号イの表

４階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くことのできる窓

若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認めら

れるものに限る。）を有する付室」を「付室（階段室が同条第３項第

２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有す

るものに限る。）」に、「同条第３項第２号、第３号及び第９号」を

「同条第３項第３号、第４号及び第１０号」に改める。 

附則に次の４条を加える。 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員

配置に係る特例） 

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ど

も・子育て支援法第２７条第１項の確認を受けたものに限る。）又

は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第２９

条第２項各号又は第４４条第２項各号に定める数の合計数が１とな

るときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育士の

数は１人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数

が１人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及

び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。 

第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、第２９条第２項又は第４４条

第２項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しく

は小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を、保育士とみ

なすことができる。 

第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超

えて開所する小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業

所（以下この条において「小規模保育事業所Ａ型等」という。）に
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おいて、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保

育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならな

い保育士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項

に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び

経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保

育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育

士の数を差し引いて得た数の範囲内で、保育士とみなすことができ

る。 

第９条 前２条の規定を適用するときは、保育士（第２９条第３項若

しくは第４４条第３項又は前２条の規定により保育士とみなされる

者を除く。）を、保育士の数（前２条の規定の適用がないとした場

合の第２９条第２項又は第４４条第２項の規定により算定されるも

のをいう。）の３分の２以上、置かなければならない。 

（千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号）の

一部を次のように改正する。 

  第５条第３項の表備考第１号中「のうち幼稚園教諭に係るもの」を

削り、「。以下この号」の次に「及び附則第８条」を加える。 

  第１４条第１項の表第５条第１項の項中「園児」の次に「（就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第１４条第６項に規定する園児をいう。

以下同じ。）」を加え、同表第１４条第１項の項中「第１４条第１項

に」を「（平成２６年千葉市条例第４６号）第１４条第２項に」に改

め、同条第２項中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第１４条第６項に規定する」を削る。 

附則に次の４条を加える。 

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例） 

第７条 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間

帯において、第５条第３項本文の規定により必要となる園児の教育
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及び保育に直接従事する職員（以下「職員」という。）の数が１人

となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならな

い職員のうち１人は、同項の表備考第１号の規定にかかわらず、市

長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすること

ができる。 

第８条 第５条第３項の表備考第１号に定める者については、当分の

間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該施

設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。

以下「小学校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えること

ができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補

助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事して

はならない。 

第９条 １日につき８時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園

において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に

応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第５条

第３項の表備考第１号に定める者については、当分の間、開所時間

を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなけれ

ばならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、市長が保育教

諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることが

できる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を

除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 

第１０条 前２条の規定により第５条第３項の表備考第１号に定める

者を小学校教諭等免許状所持者又は市長が保育教諭と同等の知識及

び経験を有すると認める者をもって代える場合においては、当該小

学校教諭等免許状所持者並びに市長が保育教諭と同等の知識及び経

験を有すると認める者の総数は、同項の規定により置かなければな

らない職員の数の３分の１を超えてはならない。 

（千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量

型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第４条 千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方

裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成２８年千葉市条
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例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「のうち幼稚園の教諭に係るもの」を削る。 

  第６条第３項ただし書中「第２０条１項」を「第２０条第１項」に

改める。 

  第２０条第１項の表中 

「 

第４４

条第７

号 

又は遊戯室 、遊戯室又は便所 

第４４

条第７

号ア 

準耐火建築物（同号ロに

該当するものを除く。） 

準耐火建築物（同号ロに

該当するものを除く。）

（幼稚園にあっては、耐

火建築物） 

                             」 

「 

第４４

条第７

号 

又は遊戯室 、遊戯室又は便所 

３階以上に設ける建物は ３階以上に設ける建物

は、建築基準法（昭和 

２５年法律第２０１号）

第２条第９号の２に規定

する耐火建築物（以下こ

の号において「耐火建築

物」という。）であって 

第４４

条第７

号ア 

 

 

 

 

建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条

第９号の２に規定する耐

火建築物又は同条第９号

の３に規定する準耐火建

築物（同号ロに該当する

ものを除く。） 

耐火建築物又は建築基準

法第２条第９号の３に規

定する準耐火建築物（同

号ロに該当するものを除

く。）（幼稚園にあって

は、耐火建築物） 

」 

を 

に 
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改める。 

  附則に次の５項を加える。 

（認定こども園の職員資格に関する特例） 

４ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯に

おいて、第３条第１項本文の規定により認定こども園に置かなけれ

ばならない職員の数が１人となる場合には、当分の間、第４条第１

項、第２項及び第４項の規定にかかわらず、第３条第１項の規定に

より認定こども園に置くものとされる職員のうち１人は、市長が幼

稚園教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及

び経験を有すると認める者とすることができる。 

５ 第４条第１項及び第４項本文の規定により置かなければならない

保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園教諭若しく

は小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該施設

において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。

次項及び附則第８項において同じ。）をもって代えることができる。 

６ 第４条第２項の規定により置かなければならない幼稚園教諭の普

通免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学

校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることが

できる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を

除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 

７ １日につき８時間を超えて開所する認定こども園において、開所

時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなけ

ればならない職員の数を超える場合における第４条第１項、第２項

及び第４項の規定により置かなければならない幼稚園教諭の普通免

許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間

を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなけれ

ばならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、市長が幼稚園

教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経

験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合にお

いて、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づ

く教育に従事してはならない。 
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８ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について

同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄

に掲げる者の総数は、第３条第１項の規定により認定こども園に置

くものとされる職員の数の３分の１を超えてはならない。 

附則第５項 第４条第１項及び第４項

本文の規定により置かな

ければならない保育士の

資格を有する者 

幼稚園教諭若しくは小学

校教諭又は養護教諭の普

通免許状を有する者 

附則第６項 第４条第２項の規定によ

り置かなければならない

幼稚園教諭の普通免許状

又は保育士の資格を有す

る者 

小学校教諭又は養護教諭

の普通免許状を有する者 

附則第７項 第４条第１項、第２項及

び第４項の規定により置

かなければならない幼稚

園教諭の普通免許状又は

保育士の資格を有する者 

市長が幼稚園教諭の普通

免許状又は保育士の資格

を有する者と同等の知識

及び経験を有すると認め

る者 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、保

育所等における保育士等の配置要件を緩和するため、条例の一部を改

正しようとするものであります。 
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議案第１１３号 

千葉市立小学校設置条例の一部改正について 

 千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例 

 千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条の表千葉市立花見川第一小学校の項及び千葉市立花見川第二小

学校の項を削り、同表に次のように加える。 

千葉市立花見川小学校 千葉市花見川区花見川４番１号 

   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

花見川第一小学校及び花見川第二小学校を統合し、新たに花見川小

学校を設置するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１１４号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成２８年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第４号中「殺傷又は」を「殺傷し、又は」に改め、同条第５号

中「はり紙、はり札」を「貼り紙、貼り札」に改め、同条第７号中「車

馬」を「車両」に改め、同条第９号中「として規則で定める行為」を

「をすること。」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第８号の次に

次の１号を加える。 

（９）公衆に危害を及ぼすおそれのある行為又は公衆の迷惑となる行為

をすること。 

附則に次の１項を加える。 

（指定管理者の指定の手続等の特例） 

６ 千葉市蘇我スポーツ公園の第２多目的グラウンド（南）の指定管理

者の指定（平成３２年３月３１日以前を期間の終期とするものに限 

る。）の手続については、第３２条第１項から第４項までの規定にか

かわらず、市長は、当該有料公園施設の管理を適切かつ確実に行うこ

とができると認める法人等を、その申請により、議会の議決を経て、

指定管理者として指定するものとする。この場合において、同条第６

項中「前２項」とあるのは「附則第６項前段」と、同条第７項中「前

各項」とあるのは「前項及び附則第６項」とする。 

 別表第２千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇

我スポー 

蘇我球技場 千葉市蘇我球技場

条例に定めるとこ 

千葉市蘇我球技場

条例に定めるとこ 
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ツ公園  ろによる。 ろによる。 

 多目的広場 年末年始以外の日 午前９時から午後

９時まで 庭球場 

第１多目的グラ

ウンド 

第２多目的グラ

ウンド（北） 

午前９時から午後

５時まで 

第２多目的グラ

ウンド（南） 

 別表第３千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇我スポーツ公園 多目的広場 

庭球場 

第１多目的グラウンド 

第２多目的グラウンド（北） 

第２多目的グラウンド（南） 

  別表第９第１７項中「第１多目的グラウンド」を「千葉市蘇我スポー

ツ公園第１多目的グラウンド」に、同表第１８項中「第２多目的グラウ

ンド（北）」を「千葉市蘇我スポーツ公園第２多目的グラウンド（北）

及び第２多目的グラウンド（南）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次項の規

定は公布の日から、第４条第４号、第５号、第７号及び第９号の改正

規定並びに同号を同条第１０号とし、同条第８号の次に１号を加える

改正規定は平成２９年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の附則第６項前段の規定による指定管理者の

指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

蘇我スポーツ公園に第２多目的グラウンド（南）を設置するほか、

所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 
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議案第１１５号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－１工区） 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺４丁目地内 

３ 工事概要（１）管推進工一式 

      （２）人孔築造工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ５２１，６４０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成２９年３月１８日まで 

７ 請 負 者 千葉市中央区蘇我１丁目１０番５号 

  伊藤・京葉工管建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区蘇我１丁目１０番５号 

株式会社伊藤工務店 

           代表取締役 伊 藤 大 介 

           千葉市美浜区新港１３９番地の２ 

           京葉工管株式会社 

           代表取締役 内 藤 栄 男 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－１工区）を行うための工事

請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１６号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－２工区） 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺４丁目地内 

３ 工事概要（１）管推進工一式 

      （２）人孔築造工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４５２，５２０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成２９年３月１８日まで 

７ 請 負 者 千葉市若葉区貝塚町２０３５番地７ 

  白川・伊藤建設共同企業体 

 代表者 千葉市若葉区貝塚町２０３５番地７ 

株式会社白川土建 

           代表取締役 白 川 栄 玉 

           千葉市中央区蘇我１丁目１０番５号 

株式会社伊藤工務店 

           代表取締役 伊 藤 大 介 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－２工区）を行うための工事

請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１７号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２７年９月１５日に議決され、平成２８年６月２４日一部変更議

決された「旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事に係る工事請負契約」中、

次のとおり工期を変更するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から４２０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から４６７日間 

   （契約締結日 平成２７年９月１５日） 
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（参考－１） 

議案第１３０号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２７年９月４日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺５丁目２番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟            解体工一式 

（２）屋内運動場          解体工一式 

      （３）プール、体育倉庫、外構施設等 解体工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ６５１，２４０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３６０日間 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

       市原・小梛建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

           株式会社市原組 

           代表取締役 松 山 淳 一 

           千葉市稲毛区小仲台６丁目２０番２号 

           株式会社小梛組 

           代表取締役 小 梛 泰 三 郎 
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（参考－２） 

議案第９２号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２７年９月１５日に議決された「旧千葉市立磯辺第一小学校解体

工事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変更する

ものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額   

   変更前 ６５１，２４０，０００円 

   変更後 ６６３，６１３，５６０円 

 

２ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から３６０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から４２０日間 

   （契約締結日 平成２７年９月１５日） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事に係る工事請負契約の工期を変

更するため、議決を求めるものであります。 

63



 

 

 

議案第１１８号 

   市道路線の認定について 

 市は、次のとおり市道路線を認定するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

市道路線認定調書 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

1 東本町８号線 東本町地内 東本町地内

2 真砂７５号線 真砂３丁目地内 真砂３丁目地内

3 真砂７６号線 真砂３丁目地内 真砂３丁目地内

4 真砂７７号線 真砂３丁目地内 真砂３丁目地内

5 大草町１１７号線 大草町地内 大草町地内

6 都町１６４号線 都町地内 都町地内

7 都町１６５号線 都町地内 都町地内

8 高品町２２０号線 高品町地内 高品町地内

9 高品町２２１号線 高品町地内 高品町地内

10 高品町２２２号線 高品町地内 高品町地内

11 幕張４９６号線 幕張町３丁目地内 幕張町３丁目地内

12 高田町２９４号線 高田町地内 高田町地内

13 高田町２９５号線 高田町地内 高田町地内

14 高田町２９６号線 高田町地内 高田町地内

15 高田町２９７号線 高田町地内 高田町地内

16 高田町２９８号線 高田町地内 高田町地内

17 高田町２９９号線 高田町地内 高田町地内

18 高田町３００号線 高田町地内 高田町地内

19 高田町３０１号線 高田町地内 高田町地内

20 高田町７０３号線 高田町地内 高田町地内

21 川戸町８３号線 川戸町地内 川戸町地内

22 若葉１４号線 若葉３丁目地内 若葉３丁目地内

2

3

1

市道路線認定図番号

4

5

6

7

8

9
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定に基づき、議

決を求めるものであります。 
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議案第１１９号 

   平成２７年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 平成２７年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金２，７９２， 

０７２，３９８円のうち１，６１３，３１７，２２９円を減債積立金に

積み立て、１，１７８，７５５，１６９円を資本金へ組み入れるものと

する。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議決を求めるも

のであります。
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議案第１２０号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市一般会計歳入歳出決算について、議会の認定を求

める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市一般会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市一般会計の決算について、地方自治法第２３３

条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１２１号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１  平成２７年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 (別冊 ) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市国民健康保険事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。 

 

77



議案第１２２号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市介護保険事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。 

 

 

78



議案第１２３号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につい

て、議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計の決算について、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるも

のであります。

 

 

79



   129 

 

議案第１２４号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算について、議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳

出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の決算

について、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定

を求めるものであります。

 

 

80



議案第１２５号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市霊園事業特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

81



 

議案第１２６号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市農業集落排水事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

82



 

議案第１２７号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市競輪事業特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

83



 

議案第１２８号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市地方卸売市場事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。
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議案第１２９号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

について、議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計の決算につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求

めるものであります。

 

 

85



 

議案第１３０号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市市街地再開発事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

86



 

議案第１３１号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市動物公園事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。

 

 

87



議案第１３２号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市公共用地取得事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

88



 

 

議案第１３３号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算

(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市学校給食センター事業特別会計の決算について、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるも

のであります。

 

 

89



 

 

議案第１３４号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市公債管理特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

90



 

議案第１３５号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市病院事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市病院事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市病院事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１３６号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市下水道事業会計決算について、議会の認定を求め

る。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市下水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市下水道事業会計の決算について、地方公営企業

法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。
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議案第１３７号 

   決算の認定について 

 平成２７年度千葉市水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２７年度千葉市水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２７年度千葉市水道事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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